
●日常生活で 

・落ち着きがない 集中力がない 

・破ろうとしているわけでないのにルールや約束
事が守れない 

・支度や片付けが苦手 

・人混み、大きな音、光、においなどの刺激が苦手 

・急な予定変更があるとパニックになることがある 

◇お問い合わせ先◇ 高島市教育委員会学校教育課 

〒520-1592 高島市新旭町北畑 565 番地 高島市役所新館 2階 

電話：0740-25-8562   FAX:0740-25-8145 

 

お子さまに特別な教育的支援が必要かなと思ったら… 

 

子供の育ちの中で、こんなことはありませんか？ 

●友だちとのかかわりで 

・自分のことだけを一方的に話すことが多い 

・相手の気持ちを読み取りにくい 

・ひとり遊びが多い 

・すぐ暴力をふるう 

●集団の中で 

・ことばや運動が遅い 

・集団のペースに合わせて活動することが苦手 

・時間に合わせて行動することが苦手 

・先生の指示の内容を理解することが難しい 

・文字に興味が薄く、簡単な絵本を一人で読むことが難しい 

 

子供にとって最も適切な学びの場を選択することについて、 

園・学校や関係機関がサポートします。 

 

就学相談とは… 

本人・保護者と園や学校の先生・関係機関の職員等とが、子供の発達の段階や特性、日

常生活の状況、障害の程度、本人・保護者の思いなどをもとに、子供にとって望ましい学び

の場を相談・協議し、選択する教育相談です。学びの場は、通常の学級、特別支援学級、特

別支援学校の 3つから選択・決定します。 

将来の自立と社会参加に向けて一人一人の子供の今にスポットを当て、「授業内容がわ

かり、学習活動に参加している実感や達成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ生き

る力を身に着けていける学びの場」について、専門的な立場から、客観的、総合的に判断す

ることを大切にしています。 

 

 

 



就学先と特別な教育的支援 

特別支援学校、特別支援学級、通常の学級に在籍して通級指導教室での指導を受ける

子供の障害種別及び程度は法令等で定められています。障害の程度が規定する条件を満

たしており、就学・入級が望ましいと市の教育委員会が認めた子供が対象となります。 

 

①特別支援学校 

●知的障害あるいは肢体不自由のある子供のための学校 

県立新旭養護学校（通学範囲：高島市内・長浜市の一部） 

※通学可能な学区が決まっています。 

 

●聴覚障害のある子供のための学校 

県立聾話学校（県内に 1校：栗東市にあります。） 

 

●視覚障害のある子供のための学校 

県立盲学校（県内に 1校：彦根市にあります。） 

 

●病気で入院している子供のための学校（病弱） 

県立守山養護学校：県立総合病院「こども棟」に入院している子供が対象 

県立守山養護学校大津分教室：大津赤十字病院に入院している子供が対象 

 

●滋賀大学教育学部附属特別支援学校 

国立大学法人滋賀大学教育学部附属の特別支援学校で知的障害のある子供の
ための学校です。     ※入学定員や通学時間などの条件があります。 

 

②特別支援学級 

 特別支援学級の学級種別は、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、自

閉症・情緒障害の 6種類です。子供の特性に合わせて、特別な教育課程を編成し、一

人一人の教育的ニーズに応じた指導を行います。特別支援学級在籍の子供は、学習等

の内容や子供の状況によって、通常の学級でも学習や活動を行います。 

※学級種別の決定は市教育委員会が行います。希望制ではありません。 

※学校や年度によって、入級する予定の学級が設置されていない場合もあります。 



③-１ 通常の学級 

通常の学級では、発達障害等、比較的軽度の障害のある児童生徒に対して在籍する

学年に応じた教育課程に基づきながら、必要に応じて個別の教育支援計画・個別の指

導計画を作成し、一人一人の教育的ニーズに合った指導を行います。 

 

③-２ 通級指導教室 

高島市では、通常の学級に在籍し、言語障害や発達障害があって、個別の教育支援

計画、個別の指導計画に基づく支援を受けている子供を指導を受ける対象としていま

す。 

通級指導教室の利用については、学校からの申し込みによってその必要性を検討、

審議し、決定します。 

教室は市内に 4教室あります。（今津東小学校、新旭南小学校、安曇小学校、高島

中学校）小学生の場合、通学している学校に通級指導教室がない場合、保護者の送迎

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 まずは在籍する園や学校で教育相談をする 

 ・心配していること 

 ・どんな情報を知りたいと思っているか  

・どんな進路を考えているか 

  

教育支援委員会（10月） 

巡回相談・発達検査・見学・体験などの
結果をふまえ、再度教育相談をする 

・必要に応じて、専門家を交えて 

・集団での様子をもとに 

学びの場の決定までの流れ…相談は 1年以上前からスタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 教育支援委員会では、専門的な立場から客観的、総合的に、子供にとって最も適切な

学びの場を判定します。 
 

※ 高島市では、「いろんな学びの場についての説明会」を行い、いろんな学びの場の特徴

や、就学先を決めるにあたって大切にしたいことなどについてお話ししています。 

年２回開催しており、希望される方は個別の相談も受け付けています。ぜひご参加くださ

い。 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

３月 

４月（進級） 

５月 

６月 

 ７月 

 ８月 

 ９月 

１０月 

１１月 

１２月 

 １月 

２月 

３月 

 

 ４月 就学・入級 

 見学・体験  園・学校を通じて申込 

 

就学先について意向決定（９月上旬までに） 

就学先の意向についての最終確認 

入学説明会             
在籍校園から就学予定校へ引き継ぎ 

就学先の決定（学級設置について県の決定） 

巡回相談・発達検査  

判定※ 


